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第 6 次稲美町総合計画後期基本計画 

 

 
 

序論（修正案）について 
総合計画冊子は、従来の計画冊子と同様、序論・基本構想・基本計画という３層の構成とします。 

序論は、総合計画冊子の冒頭で、総合計画等の概要や稲美町の姿、昨今の社会情勢の変化、住民アン

ケート調査の結果をまとめており、全体的な説明の内容となっています。 

また、前回策定時との変更箇所については赤字で表示しています。住民アンケート結果については今

回策定時のアンケート結果を使用していますので、赤字で表示は行っていません。 

審議会の結果を反映したものを青字で表示しています。 

 

第１章 総合計画の概要  

計画策定の目的やこの計画の役割・構成・期間など基本的な内容をまとめています。 

第１節 これまでの総合計画の取組   ・・・・・ P 1 

第２節 総合計画策定の意義      ・・・・・ P 1 

第３節 計画の構成          ・・・・・ P 2 

第４節 総合計画等の期間       ・・・・・ P 3 

第２章 稲美町の姿  

稲美町の地理や自然、歴史、産業等についてまとめています。 

第１節 地理             ・・・・・ P 4 

第２節 自然             ・・・・・ P 4 

第３節 歴史             ・・・・・ P 5 

第４節 産業等            ・・・・・ P 5 

第３章 総合計画策定の背景 

第１節 社会経済環境の変化と課題   ・・・・・ P 6 

第 6 次総合計画策定時（R2.3 年度）以降の国や町を取り巻く社会情勢の変化や課題について、追

記してまとめています。詳細な社会変化や課題、取り組む施策については、後の基本計画で見直し

を行います。 

第２節 住民意識の調査        ・・・・・ P 9 

第 1 回審議会において、ご説明させていただいたアンケート結果の抜粋です。 
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・議会の議決を経て定められた本町のまちづくりの総合的かつ基本的な指針となる計画です。 

・各行政分野の個別計画の上位計画にあたり、個別計画を策定、実施していく際の指針となります。 

・行政と住民、団体など、それぞれの役割と責任を担い、協働でまちづくりを進めるための指針となります。 

・住民や国及び県に対して本町のまちづくりの姿勢を示します。 

基本理念、基本目標、施策の大綱を示す 

基本構想実現のための各施策にお

ける現状や課題、基本方針、施策の

方向性を示す 

基本計画に基づく施策実施

のための事業内容を示す 

人口の社会増対策や自然

増対策として必要な施策

の内容を示す 

人口の現状分析と 

将来の展望を示す 
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基本構想（令和 4 年度～令和 13 年度） 

人口ビジョン 
（平成 27 年～令和 42 年 ※必要に応じて見直し） 

後期基本計画 
（令和 9 年度～令和 13 年度） 

実施計画 
（令和 9 年度～令和 11 年度） 

実施計画 
（令和 10 年度～令和 12 年度）

実施計画 
（令和 11 年度～令和 13 年度）

 

前期基本計画 
（令和 4 年度～令和 8 年度） 

第 3 期総合戦略 
（令和 9 年度～令和 13 年度） 

第 2 期総合戦略 
（令和 4 年度～令和 8 年度） 
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第２章 稲美町の姿 
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第３章 総合計画策定の背景 
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